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東北地方太平洋沖地震における被災者医療と医療提供体制確保に関する緊急要望書 

 
東北地方太平洋沖地震の甚大な被害への貴職の救援活動に対し、感謝申し上げます。 
さて、被災された方々の生命と健康を守るための医療支援と、被災地域の医療体制の復

旧・復興は、緊急・不可欠の課題であります。 
当会は、医師、歯科医師 10 万 3 千人の団体として、下記の通り緊急要望書を提出いたし

ます。早急の対応をお願いいたします。 
 

記 
 
１．被災地域の医療機関への医薬品、医療材料などの迅速な供給・確保を実施すること。 

（1）被災地域の医療機関に対する医薬品、医療材料、食材などの供給・確保を国の責

任で実施すること。 

（2）医薬品、医療材料の迅速な供給・確保をメーカーに指導すること。 

（3）被災地の医療機関等に不足しているガソリン、自家発電用の燃料等を十分に供給

できるよう必要な手だてを講じること。 

 
２．被災者の医療費一部負担金および入院時の食事一部負担金を免除し、医療費が無料に

なる措置を直ちに講じること。また被災者および被災事業所の国民健康保険料（税）、

後期高齢者医療制度保険料、社会保険料の負担免除および軽減措置を講じられたい。 

(1)すべての被災者に対し、医療費一部負担金および入院時の食事一部負担金の免除お

よび減免措置を直ちに行うこと。 

(2)被災者の医療費一部負担金および入院時の食事一部負担金を免除および減免する

措置を、保険者および県を指導、財政援助して旺盛に実施させること。 

(3)すべての被災者に対し、保険料（税）の免除および減免措置を直ちに行うこと。 

(4)被災者の保険料（税）を免除および減免する措置を、保険者および県を指導、財政

援助して旺盛に実施させること。 

(5)保険証を紛失した被災者への保険証再発行にあたっては、短期証および資格証を発

行せず正規の保険証を発行すること。 
 
３．被災者の介護保険の保険料および利用料の免除および減免措置を講じること。 

 
４．被災地の療養型病院においても急性期医療ができるよう、投薬・注射、処置など包



括範囲について、出来高払いを認めるなど必要な手だてを講じること。 

 

５．被災者に対する入院医療を確保するために、定数超過入院、入院基本料の人員基準、

食事療養の基準が満たせない状況が生じてもペナルティを課さないこと。また、入院

中の患者さんへの専門外の治療を確保するため、他医療機関受診の規制を凍結するこ

と。 

 

６．被災地における在宅医療を確保するため、往診や訪問診療、訪問歯科診療、訪問看

護等を実施する車両については、駐車許可証（駐車禁止除外標章）がなくても、医師、

歯科医師、看護師等であることが証明できる場合は駐車禁止区域でも駐車を許可する

こと。また、このことを警察など関係機関に周知すること。 

 

７．避難所において新たな病人を発生させないために、医療機関に準じての感染対策 ―

うがい、手洗いの励行などの対策－ を講じること。そのために、うがい薬、手洗い用

薬、マスクなどを常備すること。また避難所に必要な数の仮設トイレを設置し、毛布と

燃料（灯油等）を届け、被災者に十分な量の栄養のある食事を提供すること。 

 
８．被災者のインフルエンザワクチン接種、肺炎球菌ワクチン接種を無料で実施するこ

と。また「心のケア」など長期的な見通しにたった継続的な医療支援を行うこと。 

(1)希望されるすべての被災者に対し、直ちに無料でインフルエンザワクチン接種、肺

炎球菌ワクチン接種を実施すること。そのための広報を急ぐとともに、必要なワク

チンの確保を行うこと。 

(2)PTSD を含む長期の医療ケアが必要な方々への援助のため、医療支援チームの派遣や

巡回診療など被災者の健康確保にむけて継続的な医療支援が可能な体制確保を講じ

ること。 

 
９．高齢者、病弱者などが適切な医療・療養が確保できるよう、被災地以外での場所の

確保を含む、受け入れ体制について行政が責任を持って行うこと。 

 

１０．被災医療機関等における診療報酬支払いを滞りなく確保すること。 

(1)2011 年 3 月分の診療報酬請求期限の延長はもとより、請求が困難な医療機関に対し

ては、実績に基づく概算払いの実施を行うこと。また、2011 年 5月支払い分（2011

年 3 月請求分）の早期支払い措置など被災医療機関への支援を行うこと。 

(2)被災地の医療機関などが被災者救急医療や避難住民の健康を守るために行ってい

る医療活動、診療活動に対して、出張診療への保険適用や災害救助法の適用拡大な

ど最大限の経済保障を行うこと。 

 
１１．被災地の介護保険事業所における介護報酬を滞りなく確保すること。 



 
１２．被災した医療機関および福祉施設への復旧・再建のために緊急支援を直ちに行う

こと。地域住民の生命と健康を守る立場から、公的、民間問わず被災医療機関の医療機

能の復旧・再建にむけ、支援対策を激甚災害法や特別立法の対象とするとともに、緊急

かつ必要な支援措置を国、県あげてとりくむこと。 

(1)医療機関全半壊の場合等における仮設診療所での診療行為を保険診療扱いとする

など、仮診療施設の確保を含む被災地域の入院、外来、救急、在宅それぞれの医療

機能確保、要介護高齢者の生活とケアの保障にむけ必要措置を講じること。 

(2)公的、民間問わず被災した医療機関の復旧・再建にむけ公的資金による支援制度の

創設などを直ちに実施すること。 

(3)無利子、長期の別枠の緊急融資制度を創設し、ただちに実施すること。 

 
以上 


